
 

 

さいたま市告示第５３９号 
都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の６第３項の規定により、認定公募設置等計画の変

更の認定について、次のとおり告示する。 
令和８年３月３０日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
１ 対象公園の名称 
  さいたま市農業交流公園 
２ 変更の認定をした日 

 令和８年３月２７日 

３ 認定の有効期間 
供用開始の日から２０年間 

４ 公募対象公園施設の場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さいたま市農業交流公園 平面図 

凡例 

公募対象公園施設範囲 
（飲食施設、売店(直売所)等） 


